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在
ロ
シ
ア
連
邦
日
本
国
大
使
館
新
建
物
建
築
後
の
現
大
使
館
建
物
の
取
り
扱
い
に
関
す
る
質
問
主
意
書

一

在
ロ
シ
ア
連
邦
日
本
国
大
使
館
（
以
下
、
「
大
使
館
」
と
い
う
。
）
の
新
建
物
は
い
つ
完
成
し
、
大
使
館
の
機
能
は
い
つ

移
転
す
る
か
。

二

「
エ
ル
ネ
オ
ス
」
（
株
式
会
社
エ
ル
ネ
オ
ス
出
版
社
）
二
〇
〇
六
年
十
二
月
号
の
巻
頭
レ
ポ
ー
ト
「
懲
り
な
い
外
務
省
の

犯
罪
的
な
概
算
要
求

財
務
省
は
「
小
さ
な
大
使
館
」
で
反
撃
せ
よ
」
に
、

「
在
ロ
大
使
館
の
問
題
は
、
単
に
新
築
の
こ
と
だ
け
で
は
な
い
。
新
大
使
館
移
転
後
も
現
在
の
大
使
館
オ
フ
ィ
ス
を
大
使

館
側
が
そ
の
ま
ま
倉
庫
と
し
て
使
用
し
、
家
賃
を
支
払
い
続
け
る
方
針
で
あ
る
こ
と
だ
。
現
在
の
大
使
館
は
大
使
公
邸
と
隣

り
合
わ
せ
で
、
大
家
の
ロ
シ
ア
外
務
省
外
郭
団
体
は
両
者
を
パ
ッ
ケ
ー
ジ
で
し
か
貸
与
し
な
い
と
し
て
い
る
か
ら
だ
。
新
大

使
館
に
は
広
大
な
ス
ペ
ー
ス
が
あ
り
、
そ
こ
に
大
使
公
邸
を
造
れ
ば
い
い
も
の
を
、
そ
れ
を
避
け
た
こ
と
で
、
膨
大
な
税
金

が
投
入
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
」

と
い
う
記
述
が
あ
る
こ
と
を
外
務
省
は
承
知
し
て
い
る
か
。

三

現
在
の
「
大
使
館
」
事
務
棟
と
大
使
公
邸
の
賃
借
料
は
邦
貨
換
算
で
月
額
い
く
ら
に
な
る
か
。

四

「
大
使
館
」
が
新
建
物
に
移
転
し
た
後
も
、
現
「
大
使
館
」
事
務
棟
を
継
続
し
て
賃
借
す
る
予
定
が
あ
る
か
。

一



五

直
近
の
デ
ー
タ
で
「
大
使
館
」
で
勤
務
す
る
外
務
省
在
外
職
員
は
何
名
か
。

六

「
大
使
館
」
の
新
建
物
の
床
面
積
を
五
の
外
務
省
職
員
の
人
数
で
割
る
と
一
人
当
た
り
何
平
方
メ
ー
ト
ル
に
な
る
か
。

七

「
大
使
館
」
の
新
建
物
に
大
使
公
邸
を
作
る
計
画
が
あ
る
か
。
な
い
な
ら
ば
、
そ
の
理
由
を
明
ら
か
に
さ
れ
た
い
。

八

四
の
予
定
が
あ
る
な
ら
ば
、
そ
れ
は
国
家
予
算
の
使
途
と
し
て
妥
当
で
あ
る
と
財
務
省
は
考
え
る
か
。

右
質
問
す
る
。

二


